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これまでの
アナログ放送は

7月24日から
見られなく
なります
（関連記事は3・20ページ）



情
報
を
テ
レ
ビ
か
ら
受
信
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

《
地
域
情
報
の
提
供
》

　
行
政
情
報
や
議
会
中
継
、地
域
の
催
し
な

ど
、市
民
の
み
な
さ
ん
に
身
近
な
ニ
ュ
ー
ス

を
お
届
け
し
ま
す
。
例
え
ば
小
学
校
の
運
動

会
や
、祭
り
な
ど
の
様
子
も
テ
レ
ビ
で
ご
覧

い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
す

第
３
セ
ク
タ
ー
方
式
に
よ
る

新
会
社
が
行
う
サ
ー
ビ
ス
例

《
音
声
告
知
放
送
》

　
災
害
な
ど
の
緊
急
情
報
を
市
内
全
域
に
整

備
さ
れ
た
屋
外
ス
ピ
ー
カ
ー
か
ら
お
知
ら
せ

し
ま
す
。
ま
た
市
や
自
治
会
の
お
知
ら
せ
、

イ
ベ
ン
ト
の
開
催・
中
止
な
ど
を
各
家
庭
に

設
置
さ
れ
た
機
器
の
ス
ピ
ー
カ
ー
か
ら
放
送

し
ま
す
。

《
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
》

　
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
を
通
じ
て
買
い
物
支
援

や
暮
ら
し
の
情
報
、電
子
回
覧
板
な
ど
の
情

報
を
提
供
し
ま
す
。

　
ま
た
地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
や
Ｂ
Ｓ
デ
ジ
タ

ル
放
送
の
ほ
か
、様
々
な
専
門
番
組
や
行
政

放
送・
自
主
放
送
番
組
を
ご
覧
い
た
だ
け
ま

す
。

《
高
速
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
》

　

光
フ
ァ
イ
バ
ー
を
利
用
し
た
高
速
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
サ
ー
ビ
ス
で
す
。
市
内
全
域

で
、利
用
者
の
皆
さ
ん
が
目
的
に
合
わ
せ
最

大
２
０
０
メ
ガ
ま
で
お
選
び
い
た
だ
け
る
高

速
回
線
を
定
額
で
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。

《
Ｉ
Ｐ
電
話
》

　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
、電
話
番
号

そ
の
ま
ま
で
固
定
電
話
よ
り
も
安
価
に
通
話

で
き
ま
す
。
ま
た
加
入
者
間
の
通
話
料
は
無

料
で
す
。
電
話
機
は
現
在
お
使
い
の
も
の
を

そ
の
ま
ま
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
し
フ
ァ
ッ

ク
ス
も
可
能
で
す
。

24
年
度
か
ら
サ
ー
ビ
ス
開
始

　
サ
ー
ビ
ス
メ
ニ
ュ
ー
の
詳
細
や
、利
用
料

に
つ
い
て
は
あ
ら
た
め
て
ご
案
内
し
ま
す
。

今
年
度
は
水
口
地
域
と
信
楽
地
域
の
整
備
を

行
い
、24
年
度
に
土
山・
甲
賀・
甲
南
地
域
の

整
備
を
行
い
ま
す
。
整
備
工
事
完
了
の
翌
年

度
か
ら
順
次
サ
ー
ビ
ス
を
開
始
し
ま
す
。

き
め
細
か
な

行
政
情
報
サ
ー
ビ
ス

　
市
で
は
次
の
よ
う
な
行
政
情
報
サ
ー
ビ
ス

を
行
い
ま
す
。

《
安
全
安
心
情
報
》

　
気
象
情
報
や
不
審
者
情
報
な
ど
緊
急
性
の

高
い
情
報
を
、ご
家
庭
に
設
置
し
た
端
末
や
、

市
全
域
に
整
備
す
る
屋
外
ス
ピ
ー
カ
ー
等
を

通
じ
て
即
時
に
提
供
し
ま
す
。
ま
た
、Ｊ
‐

Ａ
Ｌ
Ｅ
Ｒ
Ｔ（
全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム
）と

連
携
し
、緊
急
地
震
速
報
な
ど
を
瞬
時
に
伝

達
し
ま
す
。

《
高
齢
者
の
暮
ら
し
を
支
え
る
》

　
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
を
利
用
し
て
高
齢
者
世

帯
や
一
人
暮
ら
し
世
帯
の
安
否
確
認
が
で
き

ま
す
。

　
市
内
に
住
む
高
齢
者
世
帯
が
、テ
レ
ビ
の

電
源
を
入
れ
る
と
、あ
ら
か
じ
め
登
録
さ
れ

た
離
れ
て
住
む
家
族
の
携
帯
電
話
等
へ
メ
ー

ル
で
通
報
す
る
と
い
う
シ
ス
テ
ム
で
す
。

　
ま
た
買
物
に
出
ら
れ
な
い
方
の
た
め
、自

宅
で
買
物
が
で
き
る
買
物
支
援
サ
ー
ビ
ス
な

ど
、高
齢
者
の
暮
ら
し
を
支
え
ま
す

《
災
害
防
止
の
た
め
の
利
用
》

　
河
川
や
道
路
の
状
況
を
カ
メ
ラ
に
よ
り
監

視
し
、災
害
の
恐
れ
や
発
生
し
た
場
合
に
は

緊
急
通
報
を
行
い
ま
す
。

《
暮
ら
し
の
情
報
》

　
企
業
や
商
店
が
自
主
放
送
番
組
や
広
告
を

利
用
し
て
、市
民
の
暮
ら
し
に
役
立
つ
情
報

を
お
届
け
し
ま
す
。

《
地
域
で
の
情
報
伝
達
》

　
電
子
回
覧
板
で
、地
域
や
自
治
振
興
会
の

「愛」ある情報基盤整備

　近年の携帯電話の急激な普及とテレビ放送のデジタル化が、身近なこととして感じられるよう
になりました。
　しかし日進月歩で情報機能は向上し、使いこなせる人には便利さや充実感が満たされ豊かな社
会を実感することが出来ますが、多くの人は必要最小限の活用の中で、情報化社会に取り残されな
いように努力されています。すなわち情報弱者と情報にたけた情報エキスパートに二極分化され
ている現状があります。
　このたび市が行う情報基盤整備はそのようなものではなく、市民お一人お一人の生活形態や情
報弱者と呼ばれる方々に行政情報を提供するため、インターネットはもとより、身近で操作も簡単
なテレビ放送を取り入れ、高齢者等の見守りサービス、買い物支援サービス、不審者情報提供、災害
時の河川監視システム、地域コミュニティ情報共有サービス、広報紙の電子閲覧など、きめ細かい
行政情報サービスの提供を目指します。
　民間事業ではできないこれらきめ細かな行政情報サービスを実現するために市による光回線網
の整備を今年度より着手します。
　なお運営については今年秋に設立予定の市などが出資する第3セクター方式による新会社で行
います。

～新しい行政情報サービスの提供に向けて～

　アナログ放送は、７月24日正午から、「お
知らせ画面」に移行し、24時までにはすべ
ての放送が終了（完全停波）します。した
がって、それまでの間に、地上デジタル放送
を視聴するための準備をしないとテレビを
見ることができなくなります。
　地デジを見るためには、デジタルテレビ
へ買い替える、または、デジタルチューナー
を買い足す必要があります。ご使用のテレ
ビを今一度ご確認ください。

　チューナー支援について　
　経済的な理由等で地上デジタル放送に対
応できない世帯（市町村民税非課税の世帯
など）に対しては、簡易チューナーの無償給
付などの支援も行っています。詳しくは総
務省地デジチューナー支援実施センターま
でお問い合わせください。一方、ＢＳアナ
ログ放送も７月24日に終了しますので、Ｂ
Ｓデジタル放送へ移行をお願いします。

《一般的なお問い合わせ先》
　総務省テレビ受信者支援センター
　デジサポ滋賀
　☎077-503-0101
　平日：９時〜 21時
　土・日・祝日：９時〜 18時

《チューナー支援のお問い合わせ先》
　総務省 地デジチューナー
　支援実施センター
　（NHK放送受信料全額免除世帯への支援）
　☎0570-033840　Fax044-966-8719
　（市町村民税非課税世帯への支援）
　☎0570-023724　Fax043-302-0284

　地上デジタル放送受診に関する無
料相談も開催しています。詳しくは
20ページをご覧下さい

問
い
合
わ
せ

　
情
報
基
盤
整
備
推
進
室

　
☎
６
５
‐
０
６
５
８　
Fax
６
３
‐
４
５
７
４　

7月24日
アナログ放送終

了
地デジを見るためにご確認を！

市内の出来事を取材し、番組を制作・
放送します。

安否情報をメールで通報します。

緊急情報を家庭の音声告知端末、テレビ、屋外スピ
ーカーでお知らせします。
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青少年活動施設一斉安全点検

７
月
31
日
は「
甲
賀
市
青
少
年
活
動
安
全
誓
い
の
日
」

「
甲
賀
市
青
少
年
活
動
安
全

誓
い
の
つ
ど
い
」開
催

　
今
年
は
、市
の
安
全
管
理
の
取
り
組
み
報
告
の

ほ
か
、早
稲
田
大
学
理
工
学
術
院
教
授
で
甲
賀
市

安
全
管
理
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
小
松
原
明
哲
氏
を
お

迎
え
し
、事
業
に
お
け
る
安
全
管
理
の
基
本
に
つ

い
て
講
演
い
た
だ
き
ま
す
。

▼
日
時
：
７
月
31
日（
日
）19
時
～

　
　
　
　
（
受
付
18
時
30
分
～
）

▼
場
所
：
あ
い
こ
う
か
市
民
ホ
ー
ル

▼
内
容
：

　
◦
市
の
安
全
管
理
の
取
り
組
み
に
つ
い
て

　
◦�

講
演「
人
が
守
る
安
全
」

　
　

�

～
ヒ
ュ
ー
マ
ン
エ
ラ
ー
対
策
の
た
め
に
求
め

ら
れ
る
こ
と
～

▼
講
師
：
早
稲
田
大
学
理
工
学
術
院

　
　
　
　
教
授　
小こ

松ま
つ
原ば
ら　
明あ
き
哲の
り��

氏

（
甲
賀
市
安
全
管
理
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
）

　
皆
さ
ん
の
ご
参
加
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

市
の
安
全
管
理
の

取
り
組
み

●
職
場
の
安
全
管
理
推
進
運
動
4

4

4

　
　
市
で
は
、各
職
場
の
安
全
管
理
に
つ
い
て
、職

員
一
人
ひ
と
り
が
問
題
意
識
を
持
ち
、高
め
て
い

く
た
め
の「
安
全
管
理
推
進
運
動

4

4

」や
職
場
内
で
の

毎
日
の
危
険
予
知
や
安
全
点
検
に
つ
い
て
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
充
実
を
図
る
た
め
の「
職
場

声
か
け
運
動

4

4

」に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

ま
た
、７
月
を「
安
全
管
理
推
進
運
動
強
調
月

4

4

4

間4

」と
し
、事
故
発
生
後
の
対
応
で
は
な
く
、事
業

の
計
画
段
階
か
ら
あ
ら
ゆ
る
危
険
を
想
定
し
、日

頃
か
ら
い
か
に
事
故
を
防
止
し
安
全
確
保
を
行
う

か
を
話
し
合
い
、担
当
部
局
で
検
証
す
る
取
り
組

み
を
行
っ
て
い
ま
す
。

●
甲
賀
市
安
全
管
理

　
　
　
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
設
置

　
外
部
か
ら
専
門
的
及
び
客
観
的
な
立
場
で
市
が

関
わ
る
事
業
に
お
け
る
安
全
管
理
体
制
に
対
し
て

指
導
を
い
た
だ
く
た
め
、早
稲
田
大
学
理
工
学
術

院
創
造
理
工
学
部　
小
松
原
明
哲
教
授
に
甲
賀
市

安
全
管
理
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
に
今
年
度
か
ら
就
任
い

た
だ
き
ま
し
た
。
今
後
２
年
間
、広
い
識
見
と
高

度
な
専
門
的
知
識
に
よ
り
、市
の
事
業
執
行
体
制

に
対
し
て
ア
ド
バ
イ
ス
い
た
だ
き
ま
す
。

●
青
少
年
活
動
施
設

　
　
　
一
斉
安
全
点
検
を
実
施

　
子
ど
も
た
ち
が
安
心
し
て
、楽
し
い
夏
休
み
を

過
ご
せ
る
よ
う
、市
内
の
キ
ャ
ン
プ
場
や
公
園
な

ど
の
施
設
の
一
斉
安
全
点
検
を
実
施
し
ま
す
。

　
対
象
と
な
る
施
設
は
、市
内
に
２
９
２
あ
り
、そ

れ
ぞ
れ
管
理
を
行
う
担
当
課
の
職
員
が
遊
具
の
破

損
や
施
設
の
老
朽
化
に
よ
る
危
険
箇
所
を
調
べ
、

修
理
な
ど
の
対
策
を
講
じ
ま
す
。

　
平
成
19
年
7
月
31
日
、市
教
育
委
員
会
が
実
施
し
ま
し
た
高
知
県
四
万
十
川
で
の
野
外
体
験
講
座
に
お
い
て
、市
内
の
小
学
生
お
二
人

の
尊
い
生
命
を
奪
う
重
大
な
事
故
を
起
こ
し
ま
し
た
。

　
市
と
市
教
育
委
員
会
で
は
、こ
の
よ
う
な
重
大
事
故
を
二
度
と
起
こ
さ
な
い
よ
う
、ま
た
事
故
を
忘
れ
る
こ
と
な
く
教
訓
と
し
な
が
ら
、

子
ど
も
た
ち
の
成
長
に
と
っ
て
大
切
な
青
少
年
活
動
を
、安
全
に
実
施
し
て
い
く
た
め
に
、７
月
31
日
を「
甲
賀
市
青
少
年
活
動
安
全
誓
い

の
日
」と
定
め
て
い
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

　
社
会
教
育
課　
青
少
年
育
成
係

　
☎
８
６
‐
８
０
２
２　
Fax
８
６
‐
８
３
８
０

問
い
合
わ
せ

　
危
機
管
理
課　
防
災
危
機
管
理
係

　
☎
６
５
‐
０
６
６
５　
Fax
６
３
‐
４
６
１
９

昨年の「甲賀市青少年安全誓いのつどい」より

甲賀市安全管理
アドバイザー
小松原明哲�氏

大型地震への備えを

　　対象建築物　　
○甲賀市内の木造住宅
○昭和56年５月31日以前に着工され完成している住宅
○階数が２階以下かつ延床面積が300㎡以下の住宅
○延床面積の半分以上を住居としている住宅
○�木造軸組工法のもので、枠組壁工法、丸太組工法など、
特殊な工法で建築されていない住宅
○過去に耐震診断を実施していない住宅

　　　申込者　　　� 市内に存する住宅の所有者
　実施予定件数　� 50件（受付順）
　申込手続きに必要なもの　
○印鑑
○�住宅の建築時期、延床面積、所有者のわかる書類（固定資
産税名寄帳兼課税台帳、建築確認通知書、登記済証など）
○甲賀市税納付状況調査同意書

　　申込期限　　� 11月末まで

　昭和56年５月以前に建てられた住宅は、耐震基準が緩やかであったため、地震に対して大きな被害を受ける可能性
があります。
　市ではこうした地震発生時における建物の倒壊等の被害から生命や財産を保護するため、木造住宅の地震に対する
安全を知ることができる、「木造住宅耐震診断員派遣事業」を実施しています。無料の耐震診断を受けて、大切な住ま
いの地震対策の参考にしてください。

　災害に強いまちづくりのため、地震などにより住宅が倒壊しても安全な空間が確保できる「耐震シェルター」と「防
災ベッド」の設置に必要な費用の一部を補助します。

　木造住宅無料耐震診断を受け、倒壊する可能性が高いと判定された建築物（上部構造評点0.7未満）について、上部構
造評点を0.7以上にする耐震改修工事をされる場合には、改修工事費の一部を補助する制度があります。
　なお、今年度については木造住宅耐震化緊急支援事業により、30万円の上乗せ補助が受けられます。
　このほかにも補助を受けるための条件がありますので、工事をされる前にご相談ください。

　補助の対象　
○�昭和56年５月31日以前に着工され、完成している市内
の木造住宅
○�住宅の耐震診断による上部構造評点が倒壊する可能性
が高いとされる0.7未満であること
○�甲賀市木造住宅耐震・バリアフリー改修等事業の補助
金を受けていないもの。

　補助の内容　
○補助金額…30万円／戸を限度
○�補助対象経費…住宅内に設置する耐震シェルターや防
災ベッド等の本体及び設置に要する経費

　申し込み　
○�契約及び設置をする前に申請などの手続きが必要とな
りますので、必ず事前に問い合わせください。
○�12月末締切り（年度内に完了できることが条件となり
ます。）
※申込み多数の場合は抽選

危機管理課
  ☎65-0665　Fax63-4619問い合わせ

住宅建築課建築係
  ☎65-0725　Fax63-4601問い合わせ

「耐震シェルター」イメージ図 防災ベッド

● 住まいの耐震性をチェック！ 木造住宅無料耐震診断

● 木造住宅耐震改修事業

● 耐震シェルターと防災ベッドの設置費用を補助
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28NO.地域市民センター東西南北

地域コミュニティ推進室
  ☎65-0687　Fax63-4554問い合わせ

　
岩
上
地
区
老
人
ク
ラ
ブ
連
絡
協
議

会
の
会
員
の
皆
さ
ん
が
、６
月
８
日

に
市
民
セ
ン
タ

ー
と
岩
上
総
合

グ
ラ
ン
ド
周
辺

の
清
掃
奉
仕
を

し
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。
梅
雨

の
晴
れ
間
の

中
、皆
さ
ん
に

丁
寧
に
草
刈
り

な
ど
し
て
い
た
だ
き
、市
民
セ
ン
タ

ー
周
辺
は
す
っ
か
り
き
れ
い
に
な
り

ま
し
た
。

　
岩
上
地
域
市
民
セ
ン
タ
ー
は
、新

城
教
育
集
会
所
と
併
設
さ
れ
て
お

り
、隣
に
は
、岩
上
保
育
園
や
岩
上
体

育
館
が
あ
り
市
の
施
設
が
集
ま
っ
て

い
る
た
め
、職
員
だ
け
で
の
清
掃
で

は
追
い
つ
か
ず
、毎
年
老
人
ク
ラ
ブ

の
皆
さ
ん
の
お
世
話
に
な
っ
て
い
ま

す
。

　
岩
上
地
域
市
民
セ
ン
タ
ー
周
辺
の

環
境
整
備
に
大
き
な
力
を
貸
し
て
い

た
だ
い
て
い
る
老
人
ク
ラ
ブ
の
皆
さ

ん
。
蒸
し
暑
い
日
中
の
作
業
、本
当

に
お
疲
れ
様
で
し
た
。

　
甲
南
庁
舎
周
辺
で
は
、５
月
中
旬

か
ら
市
消
防
団
甲
南
方
面
隊
の
小
型

ポ
ン
プ
操
法
訓
練
が
行
わ
れ
て
い
ま

す
。

　
練
習
を
重
ね
て
い
る
の
は
同
方
面

隊
第
５
分
団（
寺
庄
、葛
木
、稗
谷
、希

望
ヶ
丘
、希
望
ヶ
丘
本
町
）か
ら
選
ば

れ
た
団
員
で
す
。
毎
年
夏
に
行
わ
れ

る
県
大
会
で
は
甲
賀
市
消
防
団
が
優

秀
な
成
績
を
収
め
て
お
り
、今
年
も

大
き
な
期
待
が
寄
せ
ら
れ
ま
す
。

　
本
番
の
日
ま
で
庁
舎
周
辺
は
早
朝

か
ら
真
剣
な
雰
囲
気
に
包
ま
れ
ま

す
。

　

多
羅
尾
小
学
校
で
6
月
2
日

（
木
）、児
童
や
学
校
の
様
子
を
知
っ

て
い
た
だ
く
機
会
と
し
て
地
域
の

方
々
を
迎
え
、授
業
参
観
と
軽
ス
ポ

ー
ツ
交
流
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

授
業
参
観
で
は
６
年
生
の
児
童

に
、地
域
の
お
年
寄
り
が
昭
和
28
年

に
起
こ
っ
た
水
害
の
体
験
談
な
ど
を

話
さ
れ
ま
し
た
。
58
年
前
に
地
域
を

襲
っ
た
大
惨
事
を
児
童
は
真
剣
な
眼

差
し
で
聞
い
て
い
ま
し
た
。

　
参
観
の
あ
と
、混
合
チ
ー
ム
に
よ

る
室
内
ペ
タ
ン
ク
の
競
技
を
楽
し
み

親
睦
を
図
り
ま
し
た
。

　

チ
ー
ム
全
員
が
心
を
一
つ
に
し

て
、目
標
の
ビ
ュ
ッ
ト
に
い
か
に
近

づ
け
る
か
を
競
い
合
い
珍
プ
レ
ー
好

プ
レ
ー
に
体
育
館
は
賑
わ
い
ま
し

た
。

　
市
立
朝

宮
小
学
校

の
児
童
と

朝
宮
保
育

園
の
園
児

あ
わ
せ
て

44
名
が
、

学
校
の
茶

園
で
お
茶

摘
み
を
し

ま
し
た
。

　
児
童
が
地
域
へ
の
愛
着
を
深
め
る

と
と
も
に
、老
人
ク
ラ
ブ
や
保
育
園

児
と
の
交
流
を
図
る
こ
と
を
目
的

に
、こ
の
時
期
毎
年
行
わ
れ
て
い
ま

す
。

　
老
人
ク
ラ
ブ
の
み
な
さ
ん
に
指
導

し
て
も
ら
い
、コ
ツ
を
つ
か
ん
だ
児

童
ら
は
、大
人
顔
負
け
の
手
際
で
新

芽
を
摘
み
取
っ
て
い
ま
し
た
。

　
集
め
ら
れ
た
茶
葉
は
Ｐ
Ｔ
Ａ
の
役

員
に
よ
っ
て
製
茶
さ
れ
、後
日
開
か

れ
る
お
茶
会
で
、自
分
た
ち
で
収
穫

し
た
格
別
な
風
味
を
楽
し
む
予
定
で

す
。

市
民
セ
ン
タ
ー
周
辺
を

老
人
ク
ラ
ブ
が
清
掃
奉
仕

岩
上
地
域
市
民
セ
ン
タ
ー

地
域
の
安
全
と

安
心
に
向
け
て
！

甲
南
第
一
地
域
市
民
セ
ン
タ
ー

小
学
生
と

地
域
住
民
と
の
交
流

多
羅
尾
地
域
市
民
セ
ン
タ
ー

小
学
校
の
茶
園
で
、

児
童
が
お
茶
摘
み

朝
宮
地
域
市
民
セ
ン
タ
ー 平

成
23
年
７
月
10
日
執
行
の

甲
賀
市
農
業
委
員
会
委
員
一
般
選
挙

甲
賀
市
農
業
委
員
会

委
員
一
般
選
挙

立
候
補
受
付
に
つ
い
て

■
期 

日

　
７
月
３
日（
日
）８：30
～
17：00

　
左
記
場
所
に
て
立
候
補
の
受
付
を
行
い

ま
す
。

◦
水
口
地
域

　
市
役
所
水
口
庁
舎
３
階
第
２
、３
会
議
室

◦
土
山
地
域

　

�

市
役
所
土
山
地
域
市
民
セ
ン
タ
ー�

�

（
旧
土
山
支
所
）２
階
２
Ａ
会
議
室

◦
甲
賀
地
域

　

�

市
役
所
甲
賀
大
原
地
域
市
民
セ
ン
タ
ー�

（
旧
甲
賀
支
所
）2
階
第
６
会
議
室

◦
甲
南
地
域

　

�

市
役
所
甲
南
庁
舎
１
階
第
１
会
議
室

◦
信
楽
地
域

　

�

市
役
所
信
楽
地
域
市
民
セ
ン
タ
ー�

�

（
旧
信
楽
支
所
）２
階
２
Ａ
会
議
室

問
い
合
わ
せ

　
甲
賀
市
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

　
　
　
　
　
　
　
☎
６
５
‐
０
６
６
７

　
　
　
　
　
　
　
Fax
６
３
‐
４
５
６
１

大野地域自治振興会
住民自らが学区の将来像を考える
　大野地区は、鈴鹿山ろくに広がる土山地域の玄関口に
あり、斎王群行で知られる歴史あるまちです。
同地区では、住民自らが学区の将来像を考え、その実現
に向けて行動するまちづくりを目標とされており、地域
住民からの期待も高まっています。
　具体的には、学区民運動会やソフトボール大会、人権
研修会、プランター設置事業、空き家対策事業、特産新
興調査事業など、学区民の絆づくりや環境対策、地域資
源を活かした魅力あるまちづくりなどに取り組まれる予
定です。

大野自治振興会
福
ふく

山
やま

芳
よし

夫
お

会長に聞きました
── �自治振興会設立に至った経過

をお聞かせください

　21年度の区長会から、市が提案している自治振興会
について引継ぎを受け、22年度の区長会で、大野学区
においても設立に向けて議論をしました。タウンミーテ
ィングや各区での出前講座を重ねて、市のモデル事業に
参加することを決定し、11月 17日に大野地域自治振興
会設立準備委員会を立ち上げました。区長会を始め各種
団体の代表や地区選出の委員に参加頂き、30回余りの
協議を経て、大野地域自治振興会の設立となりました。

── �自治振興会設立までにご苦労されたところは

　大野学区で
は、既に学区全
体で行う事業が
いくつかあり、
各区においても
充実した事業を
行ってきまし
た。今後この地
域基盤を継続し
ていくためにも、自治振興会が核となる組織として必要
であると感じ、短い準備期間でしたが、地域住民の方へ
何度も説明し、ご理解を得ながら設立に向け進んできま
した。

── �自治振興会の取り組みでこれは、� � �
� と思う取り組みは何ですか

　大野学区では、人権啓発をテーマにした交流区民祭と、
スポーツを通じた、いきいき地域づくりをテーマにした
学区民運動会が、30 年ほど前から行われてきました。
学区民が一同に会しての交流で、ふれあいを通じて相互
理解を深めてきた行事です。今後ともより充実した形で
継承していきたいと考えています。近年多く見られる廃
屋や荒廃農地、また当地区でも獣害が増えている現況か
ら、これらの対策と地元産業の振興にも取り組んでいき
たいと思います。

── �大野自治振興会のＰＲをどうぞ

　みんな仲良く差別のない明るい地域、「お茶の香りと、
緑あふれるまち大野」を、より安心安全で住みよいまち
にするため、みんなで参加する大野地域自治振興会に育
てていきたいと思います。

　市内各地区で「自治振興会」の設立総会が進んでいます。
　設立総会では、各自治振興会の事業計画案などが提案
され、夢あるまちづくりに期待が寄せられます。
　今回は、４月 23日に発足した大野地域自治振興会を
ご紹介します。

夢あるまちづくりに向けて

地域コミュニティ推進室
  ☎65-0687　Fax63-4554問い合わせ
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新
し
い
甲
賀
ブ
ラ
ン
ド
の
創
出
を
め
ざ
し
、地
域

特
性
を
活
か
し
た
特
産
品
の
開
発
や
販
売
促
進
等
に

必
要
な
経
費
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

　
補
助
制
度
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
す
。

■
補
助
対
象
事
業
者

　
市
内
で
１
年
以
上
事
業
を
行
う
、法
人
又
は
個
人

■
補
助
対
象
事
業

　
他
の
補
助
金
の
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
下
記
の
事
業

◦�

特
産
品
の
開
発
又
は
既
存
の
特
産
品
を
改
良

し
、新
し
く
商
品
化
す
る
事
業

◦�

特
産
品
の
製
造
に
つ
い
て
、甲
賀
市
で
生
産
す

る
原
材
料
を
使
用
し
、商
品
化
す
る
事
業

◦�

商
品
又
は
商
品
名
が
甲
賀
市
の
魅
力
を
発
信
で

き
る
も
の
を
商
品
化
す
る
事
業

■
補
助
率
等

　
補
助
金
の
額
は
、補
助
対
象
経
費
の
２
分
の
１
以
内

　

�

補
助
金
の
限
度
額
は
、新
規
商
品
の
開
発
事
業
は

50
万
円
、既
存
商
品
の
改
良
事
業
は
10
万
円

■
募
集
期
間

　
７
月
１
日（
金
）
～
９
月
30
日（
金
）

新
し
い
甲
賀
ブ
ラ
ン
ド
の

　
　
創
出
を
め
ざ
し
て

地
域
特
産
品
開
発
事
業
補
助
を
ス
タ
ー
ト

問
い
合
わ
せ

　
商
工
政
策
課
商
工
業
振
興
係

　
☎
６
５
‐
０
７
０
９　
Fax
６
３
‐
４
０
８
７

対象となる工事 市内の個人事業者および市内に本社がある業者へ発注する工事費が10万円以上の住宅リフォーム工
事。（設備機器本体費は対象外となります）
７月１日〜平成24年３月31日までの間に着手し、かつ完了できる工事。
他の制度の補助を受ける場合は、その補助対象工事を除きます。

対象となる住宅 申込者が所有し、自ら居住している市内の住宅。
店舗、事務所などとの併用住宅については、住居部分のみが補助対象になります。

補助金の限度額 補助対象工事費の20％以内で最高20万円（千円未満は切り捨て）

補助対象者 市内に居住し、市税その他各種融資の償還について滞納していない方。

申込方法 所定の申込用紙に、住所、氏名、工事内容、補助対象工事費、施工業者名、予定工期等を記入し、申込期間
中に郵送または市役所商工政策課へご提出下さい。（各地域市民センターへの提出もできます。）
（申込用紙は、市役所商工政策課および各地域市民センターで配付。甲賀市ホームページからもダウ
ンロードできます。）
◦送 付 先／〒528－8502　甲賀市水口町水口6053　甲賀市役所　商工政策課　あて
◦申込期間／７月１日（金）～８月１日（月）必着
申し込みされた方には、審査のうえ、８月中旬に補助金の申請書類を送付しますので、改めて補助金交
付申請をしていただきます。（申込者多数の場合は公開抽選とし、予算に満たない場合は追加募集を予
定）

その他 補助金交付申請には、工事着手前の写真が必要です。
工事に入る前に、必ず工事箇所全ての詳細な写真を
撮影してください。

　市民のみなさんが市内の業者を利用して、自宅の修繕、改築など
の住宅リフォームを行う場合に、経費の一部を補助します。
　この制度は、緊急経済対策として、地域経済の活性化や技術の伝
承、雇用の安定を図るために行う事業です。

住宅リフォーム補助
のご案内

商工政策課
  ☎65-0709　Fax63-4087問い合わせ

甲
賀
忍
者
学
園
開
催

◆
日
時
：
７
月
17
日（
日
） 

10
時
～
15
時

◆
会
場
：
忍
の
里
プ
ラ
ラ

学
園
祭
の
部　
参
加
無
料　
誰
で
も
参
加
で
き
ま
す
。

○
忍
者
あ
そ
び
…
…
…
…�

手
裏
剣
投
げ
遊
び　
吹
き
矢
遊
び　
暗
号
解
読　
忍
者
パ
ズ
ル　
忍

者
衣
装
変
身（
有
料
）な
ど

○
イ
ベ
ン
ト
ス
ペ
ー
ス
…
忍
者
シ
ョ
ー　
ゆ
る
キ
ャ
ラ
大
集
合　
甲
南
太
鼓　
な
ど

○
物
産
ス
ペ
ー
ス
…
…
…�

甲
賀
＆
伊
賀
を
中
心
と
し
た
物
産
や
軽
食
の
ほ
か
、忍
た
ま
グ
ッ
ズ
の

販
売
な
ど

小
学
生
限
定
！ 

特
別
学
級　
　
（
事
前
申
込
必
要
）　
13：00
～

忍
者
五
種
競
技
に
挑
戦
し
て
免
許
皆
伝
！

　
◦
手
裏
剣
打
ち　
◦
吹
き
矢　
◦
忍
者
ク
イ
ズ

　
◦
平
均
台
歩
行
＆
九
字
手
刀
切
り　
◦
ひ
ま
わ
り
飛
び
越
え

　
※ 

参
加
賞
と
し
て
実
写
版「
忍
た
ま
乱
太
郎
」（
７
月
23
日
公
開
）の

　
　
全
国
共
通
鑑
賞
券
を
プ
レ
ゼ
ン
ト

○
参
加
料
…
…
１
，０
０
０
円（
当
日
徴
収
）

○
募
集
人
数
…
１
０
０
名
※
応
募
多
数
の
場
合
は
抽
選
と
な
り
ま
す
。

○
応
募
期
限
…
７
月
７
日（
木
）　
締
切
間
近
で
す
！

○
申
込
方
法
は
甲
賀
市
観
光
協
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
現
在
、く
す
り
学
習
館
で
実
写
版「
忍
た
ま
乱
太

郎
」の
企
画
展
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

　
映
画
の
ス
チ
ー
ル
写
真
を
は
じ
め
、衣
装
や
忍

者
道
具
な
ど
も
展
示
し
て
い
ま
す
の
で
ぜ
ひ
、忍

た
ま
ワ
ー
ル
ド
を
体
感
し
て
く
だ
さ
い
。

　
◆
場　
　
所　
く
す
り
学
習
館

　
◆
展
示
時
間　
９
時
30
分
～
17
時

　
◆
休
館
日　
月
曜
日　
※
入
場
無
料

  忍たま乱太郎　
  企画展開催中！

期間：９月25日（日）まで

観光戦略推進室　観光戦略推進係
☎65-0708　Fax63-4087

甲賀市観光協会 ☎・Fax60-2690

問い合わせ

７月１日から運転免許証を自主返納された方に
「住民基本台帳カード」を無料交付します

　市では、住民基本台帳カードの普及、及び高齢者等の交通安全の観点から「運転免許証自主返納支援事
業」を実施します。
　これは、運転免許証を自主的に返納された方に、免許証に代わる本人確認書類として「住民基本台帳
カード（顔写真付き）」を交付し、その交付手数料相当金額の助成等を行うものです。

◆支援の内容
◦�住民基本台帳カード（顔写真付き）を無料交付します。
◦�甲賀市コミュニティバス環境回数乗車券15枚綴り２冊
（30枚）を無料交付します。
※いずれも１回限りです。

◆対象者
　次のすべてに該当する方
①甲賀市に住民登録されている方
②�平成23年７月１日以降に、有効期限内のすべての種類の運
転免許を自主返納した方
③住民基本台帳カード（顔写真付き）をお持ちでない方

◎本人確認、身分証明書に便利　住民基本台帳カード
　最近、各種手続きで本人確認を求められることが増えてき
ました。市でも証明書発行や住所変更などで本人確認を厳
格に行い、手続き・申請を受け付けしています。そんな時、ス
ムーズに本人確認書類として使えるのが「顔写真付きの住民
基本台帳カード」です。

◎住民基本台帳カードとは
　各市町村が希望者に発行している公的身分証明書です。
顔写真付きと顔写真なしの２種類があります。

◎使用例（顔写真付きの住民基本台帳カード）
　公的な本人確認書類として住民票、戸籍謄（抄）本などの交
付請求、戸籍の届出、書留郵便等の受け取りなど（本人確認書
類として認めていない機関があります。ご利用の前に各機
関にご確認ください。）

◆手続きの方法
甲賀警察署または運転免許センターで、ご本人が
運転免許証の自主返納手続きを行ってください。

【必要なもの】
　◦運転免許証（有効期限内のもの）
　◦印鑑

【受付時間】　平日８時30分〜 16時30分
※�自主返納手続きをされたら、次のものを必ず受け
取ってください。
　①「申請による運転免許の取消通知書」
　②取消を受けた運転免許証

➡
次に甲賀市役所市民課または旧支所の地域市民セ
ンターで、ご本人が支援申請を行ってください。

【必要なもの】
　①「申請による運転免許の取消通知書」
　②取消を受けた運転免許証
　③顔写真１枚（45㎜×35㎜、正面、無帽、無背景）
　④健康保険証、年金手帳などの本人確認書類１点
　⑤印鑑

【受付時間】　平日９時〜 17時
【申請期限】
　有効期限内のすべての種類の運転免許を自主返納
した日から起算して90日以内

市民課戸籍住民係
  ☎65-0683　Fax65-6338問い合わせ
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国
民
健
康
保
険
税
の
改
正

　
国
民
健
康
保
険
は
、被
保
険
者
の
み

な
さ
ん
に
ご
負
担
い
た
だ
く
保
険
税

と
国
の
補
助
金
等
に
よ
っ
て
運
営
さ

れ
て
い
ま
す
。

　
国
民
健
康
保
険
の
健
全
な
運
営
を

図
る
た
め
税
率
を
次
の
と
お
り
見
直

し
ま
し
た
。

◎
医
療
分
に
お
け
る

　
税
率
等
を
引
き
下
げ

　
医
療
分
に
お
け
る
、被
保
険
者
の
所

得
に
対
し
て
か
か
る
所
得
割
の
税
率
、

均
等
割
お
よ
び
平
等
割
の
税
額
を
引

き
下
げ
ま
し
た
。

◎
課
税
限
度
額
を
引
き
上
げ

　
地
方
税
法
施
行
令
の
改
正
に
伴
い
、

医
療
分
の
課
税
限
度
額
を
50
万
円
か

ら
51
万
円
に
、後
期
高
齢
者
支
援
金
分

の
課
税
限
度
額
を
13
万
円
か
ら
14
万

円
に
、介
護
分
の
課
税
限
度
額
を
10
万

円
か
ら
12
万
円
に
引
き
上
げ
ま
し
た
。

医　療　分 改正前 改正後
所得割 7.1 ／ 100 7.0 ／ 100
均等割 26,000円／人 25,000円／人
平等割 21,100円／世帯 20,000円／世帯
限度額 50万円 51万円

後期高齢者支援金分 改正前 改正後
所得割 2.4 ／ 100 2.4 ／ 100
均等割 7,500円／人 7,500円／人
平等割 6,300円／世帯 6,300円／世帯
限度額 13万円 14万円

介　護　分 改正前 改正後
所得割 1.9 ／ 100 1.9 ／ 100
均等割 8,900円／人 8,900円／人
平等割 5,900円／世帯 5,900円／世帯
限度額 10万円 12万円

改正後の税率

税率改正前後の試算額

➡
➡
➡
➡

➡

➡

例�夫婦2人加入

●夫の所得　　年金収入　260万円
（所得割算定基礎額　260万－120万－33万＝107万）

●妻の所得　　年金収入　70万円
　　　　（所得割算定基礎額　70万－120万＝0）
※夫婦は65歳以上で介護分については年金より特別徴収とする。

【改正前】　年税額　195,900円
【改正後】　年税額　191,800円
　　195,900－191,800＝4,100円� 月々　約341円の減額

改正前
� 医療分� 支援金分
� （107万×7.1％）� （107万×2.4％）
所得割� 75,970� 25,680
� （26,000×2名）� （7,500×2名）
均等割� 52,000� 15,000
平等割� 21,100� 6,300
� 149,070� 46,980�（100円未満切捨）
� 149,000� 46,900
年税額　195,900円

改正後
� 医療分� 支援金分
� （107万×7.0％）� （107万×2.4％）
所得割� 74,900� 25,680
� （25,000×2名）� （7,500×2名）
均等割� 50,000� 15,000
平等割� 20,000� 6,300
� 144,900� 46,980�（100円未満切捨）
� 144,900� 46,900
年税額　191,800円

例�夫婦と子ども2人　計4人加入

●夫の所得　　営業所得　200万円
（所得割算定基礎額　200万－33万＝167万）

●妻・子どもの所得はなし
　※夫婦は40歳以上65歳未満で介護保険2号被保険者とする

【改正前】　年税額　375,300円
【改正後】　年税額　368,600円
　　375,300－368,600＝6,700円� 月々　約558円の減額

改正前
� 医療分� 支援金分� 介護分
� （167万×7.1％）� （167万×2.4％）� （167万×1.9％）
所得割� 118,570� 40,080� 31,730
� （26,000×4名）� （7,500×4名）� （8,900×2名）
均等割� 104,000� 30,000� 17,800
平等割� 21,100� 6,300� 5,900
� 243,670� 76,380� 55,430
� � � （100円未満切捨）
� 243,600� 76,300� 55,400
年税額　375,300円

改正後
� 医療分� 支援金分� 介護分
� （167万×7.0％）� （167万×2.4％）� （167万×1.9％）
所得割� 116,900� 40,080� 31,730
� （25,000×4名）� （7,500×4名）� （8,900×2名）
均等割� 100,000� 30,000� 17,800
平等割� 20,000� 6,300� 5,900
� 236,900� 76,380� 55,430
� � � （100円未満切捨）
� 236,900� 76,300� 55,400
年税額　368,600円税務課市民税係

  ☎65-0679　Fax63-4574問い合わせ

平成23年度国民健康保険限度額適用・
　　　　標準負担額減額認定証の申請

　国民健康保険加入者の方は、事前に申請し認定されるこ
とにより、入院をされたときの高額療養費および食事代に
ついて、窓口の支払いが自己負担限度額となる制度を設け
ています。
　限度額適用を受けようとされる方は申請が必要となりま
す。また、今まで認定証をお持ちの方も有効期限が７月31
日ですので、改めて申請が必要です。
　申請方法については次のとおりです。
○申請場所
　　保険年金課または旧支所の地域市民センター
○持参するもの
　　保険証
　　課税証明書（平成23年１月１日に甲賀市に住所のない方）
※8月以降に申請を受付します。
　なお、70歳以上の国民健康保険前期高齢者の方の「限度額適
用・標準負担額減額認定証」についても同様に申請が必要です。

国民健康保険高齢受給者証を更新します

　現在、お使いいただいている高齢受給者証の有効期限が
７月31日であるため、８月１日よりお使いいただく新しい
証を７月下旬にお手元に郵送でお届けします。
　お手元に証が届きましたら、お名前等間違いがないか確
認の上、大切に保管してください。
　また、受診をされるときは保険証とあわせて必ず病院の
窓口へ提示をお願いします。

国民健康保険加入の方へ
一部負担金の支払いが猶予又は免除されます

　一定の要件を満たした場合、医療機関の窓口でお支払いいただ
く医療費の一部負担金が７月１日から、支払い猶予又は免除され
ます。

　通院医療費の支払いを猶予　
　国民健康保険に加入の世帯主が次のいずれかに該当した場合、
被保険者の通院医療費（保険対象分）の支払いが最長６ヶ月間猶予
されます。猶予された医療費は、猶予期間終了後、市へお支払いい
ただくことになります。
◆世帯主の要件
（１）�震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡

し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき
（２）�干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他こ

れらに類する理由により収入が減少したとき
（３）�事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少し

たとき

　入院医療費の支払いを免除　
　国民健康保険に加入の世帯主が前の（１）から（３）のいずれかに
該当し、世帯主と被保険者の収入合計が次の基準以下である場合、
入院医療費（保険対象分）の支払いが最長３ヶ月間免除されます。
申請は１ヶ月単位の更新となります。
◆収入合計の基準
　世帯主と被保険者全員の収入合計が生活保護法に定める「生
活扶助、教育扶助、住宅扶助」に相当する金額の合算額以下であ
り、かつ、預貯金がその３ヶ月分以下である場合

◆申請
　申請には、入院している事実がわかるもの、生活状況がわかる
もの、預金通帳、等の書類が必要です。詳しくは右記までお問い
合わせ下さい。

　
平
成
22
年
分
の
所
得
が
確
定
し
た
こ
と
に
よ
り
、後
期
高
齢
者
医
療
制
度

の
被
保
険
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の
方
の
保
険
料
の
本
算
定
を
行
い
ま
し
た
。
平
成
23
年
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払
い
の
方
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に
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保
険
料
の
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は
？

　
保
険
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得
に
応
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納
め
て
い
た
だ
く「
所

得
割
額
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と
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●
保
険
料
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支
払
方
法
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？

　
「
特
別
徴
収
」と「
普
通
徴
収
」が
あ
り
ま
す
。

　
通
知
書
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別
徴
収
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れ
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年
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引

き
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れ
て
い
れ
ば
、納
付
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た
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き
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す
。
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年
金
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引
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し
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座
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に
よ
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納
付
方
法
に

変
更
さ
れ
る
場
合
は
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が
必
要
で
す
。

く
わ
し
く
は
、保
険
年
金
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
制
度
の
お
知
ら
せ

〜
平
成
23
年
度
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
額
を
決
定
し
ま
し
た
〜

保険年金課国保年金係
  ☎65-0688　Fax63-4618問い合わせ

保
険
料
の
納
め
忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

　
こ
の
制
度
で
は
、被
保
険
者
の
お
一
人
お
ひ
と
り
か
ら

保
険
料
を
納
付
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
お
手
元
に
納
付
書

や
督
促
状
が
な
い
か
、も
う
一
度
ご
確
認
い
た
だ
き
、未
納

の
保
険
料
が
あ
れ
ば
早
急
に
お
納
め
い
た
だ
き
ま
す
よ
う

お
願
い
し
ま
す
。

※�

保
険
料
の
未
納
が
続
き
ま
す
と
、保
険
証
の
有
効
期
限
が

短
く
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
　
保
険
年
金
課

　
☎
６
５
‐
０
６
８
９　
Fax
６
３
‐
４
６
１
８

【保険料額の計算】

年間保険料 ＝ ＋ ×均等割額
38,645円

所得割額

平成22年中の総所得金額等
―�基礎控除額（33万円）

所得割率
7.18％
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国
民
年
金
に
は
、経
済
的
な
理
由
で
保
険
料
を
納
め
る

の
が
困
難
な
場
合
に
、申
請
に
よ
り
保
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料
の
納
付
が
免

除・猶
予
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
お
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い
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《
申
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場
所
》

　
◦
保
険
年
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ま
た
は

　
　
　
旧
支
所
の
地
域
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民
セ
ン
タ
ー

　
◦
草
津
年
金
事
務
所
国
民
年
金
課

《
申
請
に
必
要
な
も
の
》

　
◦
年
金
手
帳

　
◦
認
印

　
◦�

平
成
23
年
度
課
税
証
明
書（
平
成
23
年
１
月
１
日
に

甲
賀
市
に
住
所
の
な
い
方
）

　
◦�

失
業
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
公
的
機
関
の
証
明

の
写
し（
退
職
さ
れ
た
方
）

23
年
度

国
民
年
金
保
険
料
の

免
除
申
請
を
受
け
付
け
ま
す 

問
い
合
わ
せ

　
草
津
年
金
事
務
所
国
民
年
金
課

　
　
☎
０
７
７
‐
５
６
７
‐
２
２
２
０

　
甲
賀
市
役
所
保
険
年
金
課

　
　
☎
６
５
‐
０
６
８
８

平成23年度の介護保険料が確定しました
65歳以上の方の

特別徴収 老齢（退職）年金、遺族年金、障害年金の額が年間18万円以上の人は、年金から天引きされます。

普通徴収 特別徴収とならない人は、納付書で納めます。（口座振替もできます。）
また、年度途中で65歳になられた人や転入された人も同様です。

口座振替依頼書 市内金融機関・ゆうちょ銀行・市民窓口センター・旧支所の地域市民センターに備え付けていま
す。必要事項を記入・押印のうえ金融機関・ゆうちょ銀行に提出してください。

口座登録 口座振替依頼書の提出後、金融機関等からの連絡により口座登録をします。
口座登録は、口座振替廃止届の提出により廃止されます。
廃止届の提出がない口座は、有効（登録）状態となっています。

1年以上
滞納すると

費用の全額をいったん利用者が負担し、申請により後で保
険給付分（9割）が支払われます。

1年6ヵ月以上
滞納すると

費用の全額をいったん利用者が負担し、申請後も保険給付
の一部又は全部が一時的に差し止めとなったり、滞納保険
料と相殺されます。

2年以上
滞納すると

利用者負担が1割から3割に引き上げられたり、高額介護
サービス費が受けられなくなります。

保険料の決め方

保険料の納め方

口座振替 普通徴収の方は口座振替が便利です。

介護保険料を納めないでいると

　平成23年度の市県民税と平成22年分の所得が確定したことにより、平成23年度の65歳以上の方の介護保険
料額の本算定を行いました。

甲賀市の保険料の基準額は、市全体の介護サービスにかかる費用などに応じて決まります。
甲賀市の基準額　　月額  3,600円 （年額  43,200円）
基準額をもとに、所得に応じた負担という観点から次の表のような「所得段階保険料」の設定になります。

段階 対　　象　　者 保険料年額

第1段階
・生活保護受給者

21,600円
・老齢福祉年金受給者であって世帯全員が市民税非課税の場合

第2段階 ・世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入の合計額が80万円以下の場合 21,600円

第3段階 ・世帯全員が市民税非課税で、第2段階に該当しない場合 32,400円

第4段階 ・世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税の場合 43,200円

第5段階 ・本人市民税課税で、前年の合計所得金額が125万円未満の場合 48,816円

第6段階 ・本人市民税課税で、前年の合計所得金額が125万円以上200万円未満の場合 54,000円

第7段階 ・本人市民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上300万円未満の場合 64,800円

第8段階 ・本人市民税課税で、前年の合計所得金額が300万円以上500万円未満の場合 73,440円

第9段階 ・本人市民税課税で、前年の合計所得金額が500万円以上の場合 86,400円

長寿福祉課介護保険係
☎65-0698　Fax63-4085

問い合わせ

廃プラスチックごみ分別
ワンポイントアドバイス

迷っていませんか

　家庭から分別して出された廃プラスチックごみの
うち、約３割がリサイクルできないもの（不純物）とし
て取り除かれ、燃えるごみや埋立ごみになってしまっ
ています。不純物の中で最も多いものは「食べ物など
の汚れが付いた袋やトレー」です。
　廃プラスチック類を捨てるときは、

　① 全てがプラスチックだけでできているか。
　　（紙ラベルはついていてもかまいません）

　② 食べ物や土などの汚れが付着していないか。
を確認してください。汚れは、水でサッと洗って、簡
単に落ちるのであれば落としていただき、落ちないも
のは迷わずに燃えるごみとして処理してください。

廃プラスチックの小袋を販売します

９月１日から廃プラスチック類専用小袋を販売します。ぜひご利用ください。
《廃プラスチック類専用小袋》
◦容量：30リットル（これまでの袋は60リットル）
◦販売単価：１８０円（10枚入）（これまでの袋は２５０円（10枚入））
※�販売店舗は甲賀市のホームページまたはお電話でご確認ください。

廃プラの中に混じった不純物

生活環境課　廃棄物対策係
  ☎65-0690　Fax63-4582問い合わせ
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池本さんがレザークラフト（革工芸）と出会っ
たのは20年ほど前。子育てに関わる時間にも余
裕ができ、何か趣味になることはと思っていたと
きに知人から紹介されたそうです。想像以上に
手間もかかり、材料も道具も揃えるのは大変なこ
とでしたが、使用する牛革は材料としてすべて使
えるため、曲線や切れ端をつなぎ合わすと世界に
一つしかない製品が出来ます。
この手づくりの醍醐味に惹かれ、独学で作品を

作り続けてこられました。
長続きの秘訣を伺うと「無理をしないこと。」自

分のペースでやりたいときは何時間もやるけれ
ど、やりたくないときは何日もやらない。このメ
リハリがご自身にとって心地いいそうです。
今では同じ趣味を持つ仲間も増え、自宅近くの

アパートの一室を借りて作品づくりを楽しまれ
ています。
時折、文化祭の講師としても声がかかる池本さ

ん。「今の私にとってレザークラフトの出会いは
感謝です。これからも続けられるまで作品との
出会い、人との出会いの「輪」を広げていきたいと
思います」

余り物でも残り物でもなく
“宝物”です。

（水口町名坂）

池
い け

本
も と

　治
は る

子
こ

さん
52

　
に
ん
く
る
児
童
館
で
６
月
11
日
、「
に
ん
く
る
土
曜
塾
」が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
日
は
、参
加
し
た
子
ど
も
た
ち
が
古
く
な
っ
た
う
ち
わ
を
家
か
ら
持

ち
寄
り
、骨
組
み
の
状
態
に
ま
で
張
り

紙
を
は
が
し
た
後
、好
き
な
色
紙
を
貼

り
、そ
の
上
に
絵
を
描
い
た
り
、シ
ー

ル
を
貼
っ
た
り
し
て
思
い
思
い
の「
オ

リ
ジ
ナ
ル
う
ち
わ
」づ
く
り
を
楽
し
み

ま
し
た
。

　
作
ら
れ
た
う
ち
わ
は
、カ
ラ
フ
ル
で

涼
し
げ
な
絵
や
模
様
が
描
か
れ
て
お

り
、子
ど
も
た
ち
も
仕
上
り
に
満
足
な

様
子
で
し
た
。

　
水
口
ロ
ー
タ
リ
ー
ク
ラ
ブ
創
立
50
周
年
を
迎
え
、記
念
と
し
て
中

嶋
市
長
に
、車
い
す
50
台
、東
日
本
大
震
災
義
援
金
３
０
０
万
円
が
贈

ら
れ
ま
し
た
。

　
水
口
ロ
ー
タ
リ
ー
ク
ラ
ブ
は
、設
立
当
初
よ
り
奉
仕
の
精
神
に
よ

る
さ
ま
ざ
ま
な
公
活
動
を
展
開
し
て
い
ま
す
。

　

寄
せ
ら
れ
た
車
椅
子
に

つ
い
て
は
、病
院
、地
域
市

民
セ
ン
タ
ー
な
ど
に
配
置

し
ま
し
た
。

　

ま
た
当
日
会
場
で
お
寄

せ
い
た
だ
い
た
義
援
金

５
０
３
，８
４
８
円
も
後
日

市
に
託
さ
れ
ま
し
た

古
く
な
っ
た
う
ち
わ
を
リ
メ
イ
ク
、

自
分
だ
け
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
う
ち
わ

創
立
50
周
年
で

　
　
　
車
椅
子
な
ど
を
寄
贈

にんくる土曜塾 水口ロータリークラブ

▲うちわに絵を描く子どもたち

寄贈された車いす▶
（信楽中央病院）

　信楽陶芸の森でこのほど「ねんどと遊ぶ－ちょっとだけ
陶芸体験」が開催され、県内の美術教育システムなどを研
修するために訪れたアメリカ・ミシガン大学の学生９名の
ほか、親子づれなどが参加しました。
　陶芸家の宮

みや
本
もと
ルリ子

こ
さんの指導を受けて、丸めたねん土

に点字のメッセージを一文字ずつ押し入れることで、み
んなの作品がひとつになるというプログラムです。誰も
が楽しめるよう�“触って鑑賞する”展示研究の一環として
行われ、作品は、
吹田市立博物館
「ユニバーサル・
ミュージアム（仮
称）展」（９月４日
〜 10月２日）に
出品されます。

　甲賀西保育園の５歳児22名と、地元滝区のお年寄り
が６月８日、滝公民館で交流を行いました。
　滝区ふれあいいきいきサロンが、毎年１回この時期に
園児を招待しており、この日は園児が「かたつむり」など
の歌を披露した後、お年寄りとペアになり、肩たたきや、
遊戯をして交流を深めました。
　交流会終了後、
お年寄りから、手
作りのコマがプ
レゼントされ園
児たちは大喜び
でした。

　
岩
上
体
育
館
で
６
月
17
日
、幼
児
の
親
子
22
組
が「
親
子
ふ
れ
あ
い
運
動
広
場
」

に
参
加
し
ま
し
た
。

　
体
を
使
っ
て
運
動
あ
そ
び
を
す
る
こ
と
は
、幼
児
期
か
ら

の
体
力
づ
く
り
や「
早
寝・
早
起
き・
朝
ご
は
ん
」の
規
則
的

な
生
活
リ
ズ
ム
に
つ
な
が
る
と
し
て
、市
が
家
庭
教
育
支
援

事
業
と
し
て
こ
の
運
動
広
場
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
日
参
加
者
し
た
親
子
は
、音
楽
に
あ
わ
せ
て
体
操
を

し
た
あ
と
、投
げ
輪
を
使
っ
た
追
い
か
け
っ
こ
を
な
ど
、普

段
家
庭
で
は
で
き
な
い
遊
び
を
楽
し
み
ま
し
た
。

　
体
育
館
を
元
気
い
っ
ぱ
い
に
走
り
回
る
子
ど
も
た
ち
と

お
母
さ
ん
た
ち
の
笑
顔
で
あ
ふ
れ
て
い
ま
し
た
。

まんまるねん土で
みんなとつながる！いつまでもお元気でね

　お年寄りとふれあい交流
親
子
ふ
れ
あ
い
運
動
広
場

信楽陶芸の森・陶芸体験
甲賀西保育園

▲投げ輪を使って追いかけっこをする親子

▲お年寄りの肩をたたく甲賀西保の園児

▲作品の手触りを確かめる参加者

▲目録を受け取る中嶋市長
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となりまちいこ かめやま

うか

が

情報交流ひろば

大山田温泉さるびの� 伊賀市 関宿夏まつり� 亀山市

5 2 8 8 7 9 0
甲
賀
市
水
口
町
水
口
六
〇
五
三
番
地

（
受
取
人
）

甲
賀
市
長
行市

長
へ
の
手
紙

（山折り）

キ

　リ

　ト

　リ

キ

　リ

　ト

　リ

キ

　リ

　ト

　リ

キ

　リ

　ト

　リ

キ

　リ

　ト

　リ

キ

　リ

　ト

　リ

キ

　リ

　ト

　リ

キ

　リ

　ト

　リ

キ

　リ

　ト

　リ

キ

　リ

　ト

　リ

キ

　リ

　ト

　リ

キ

　リ

　ト

　リ

料金受取人払郵便

水口支店承認

35
差出有効期間
平成25年６月
30日まで
切手を貼らずに
お出しください（ （

下記のとおり封筒を作ってください。
①キリトリ線に沿って切り、中央を山折りにしてください。
②のりしろにのりをつけて貼り合わせてください。
③切手は貼らずにそのままポストへ投函してください。

市長への手紙

住
　
　所

氏
　名
電
　話

性
　別
年
　齢

男・女

歳

〒

◎公表してもよい方は下記の ｢公表してもよい｣に
　公表してほしくない方は ｢公表しないでほしい｣に○印を
　つけてください。

内容の公表 公表してもよい・公表しないでほしい

VOL.6

～夏の夕べの華やかなひととき～～自然の中でゆったりした時をすごしませんか？～

　
旧
東
海
道
の
関
宿
で
、神
輿
や

曳
山
が
町
内
を
練
り
歩
く
活
気

あ
ふ
れ
る
夏
の
風
物
詩
。
夜
に

は「
関
の
山（
そ
こ
ま
で
が
精
い
っ

ぱ
い
）」の
語
源
と
な
っ
た
絢
爛
豪

華
な
4
台
の
山
車
が
巡
行
し
ま

す
。
か
つ
て
は
関
西
五
大
祭
の
ひ

と
つ
と
さ
れ
、江
戸
時
代
、多
い
と

き
に
は
16
台
も
の
山
車
が
街
道

を
練
り
歩
い
た
と
い
い
ま
す
。

　

見
ど
こ
ろ
は「
舞
台
回
し
」と

呼
ば
れ
る
山
車
の
回
転
。
山
車

の
上
部
が
回
転
し
、ち
ょ
う
ち
ん

の
明
か
り
の
軌
跡
が
幻
想
的
な

雰
囲
気
を
盛
り
上
げ
て
く
れ
ま

す
。

【
と
き
】７
月
23
日（
土
）、24
日（
日
）

　
※�

山
車
の
巡
行
は

　
　
午
後
５
時
30
分
～
９
時
ご
ろ

【
ア
ク
セ
ス
】東
名
阪
自
動
車
道「
亀

山
IC
」よ
り
関
方
面
へ
約
10
分

　
大
山
田
温
泉
の
キ
ャ
ン
プ
施

設
は
、用
具
の
貸
出
が
あ
り
、気

軽
に
デ
イ
キ
ャ
ン
プ
が
楽
し
め

ま
す
。
自
然
の
中
で
の
テ
ニ
ス

や
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
、工
房
で
の
こ

ん
に
ゃ
く
や
パ
ン
の
手
づ
く
り

体
験
も
お
す
す
め
で
す
。

　
遊
ん
だ
後
は
源
泉
か
け
流
し

天
然
温
泉
で
ほ
っ
こ
り
！
無
色

透
明
の
お
湯
は
ア
ト
ピ
ー
性
皮

膚
炎
や
切
り
傷
、神
経
痛
な
ど
に

効
き
ま
す
。
胃
腸
の
弱
い
人
や

慢
性
便
秘
に
悩
む
人
は
、飲
用
に

も
ど
う
ぞ
。

　
休
日
は
さ
る
び
の
に
来
て
み

ま
せ
ん
か
。

【
ア
ク
セ
ス
】名
阪
国
道
、中
在
家
IC

か
ら
車
で
約
20
分

問
い
合
わ
せ

大
山
田
温
泉
福
祉
公
社

☎
０
５
９
５-

４
８-

０
２
６
８

　
０
１
２
０-

４
６-

０
２
６
８

問
い
合
わ
せ

関
宿
夏
ま
つ
り
実
行
委
員
会
事

務
局（
亀
山
市
観
光
協
会
内
）

☎
０
５
９
５-

９
７-

８
８
７
７

問い合わせ
Fax

甲賀市広報課
　６５-0675　　63-4619Fax

伊賀市秘書広報課
　０５９５-２２-９６３６　　０５９５-２２-９６１７Fax

亀山市広報秘書室
　０５９５-８４-５０２2　　０５９５-８２-９６８５

■ 

次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
世
帯
の
方
は
、３
人
目
以
降
の
お
子
さ
ん
の
保
育
料
が
免
除

に
な
り
ま
す
。

①�

平
成
23
年
度
保
育
所
徴
収
金
基
準
額
表
で
Ｂ
２・Ｃ
11・Ｃ
12
階
層
の
世
帯
の
方

②�

18
歳
に
達
す
る
日
以
降
の
最
初
の
３
月
31
日
ま
で
の
間
に
あ
る
お
子
さ
ん（
平
成
５
年
４

月
２
日
以
降
生
ま
れ
の
方
）が
３
人
以
上
お
ら
れ
る
世
帯
で
、３
人
目
以
降
の
お
子
さ
ん

が
保
育
園
に
入
園
さ
れ
て
い
る
方

③�

平
成
23
年
４
月
１
日
現
在
で
、甲
賀
市
内
に
引
き
続
き
１
年
以
上
住
所
が
あ
る
世
帯
の
方

■
手
続
き
方
法
…
保
育
料
免
除
申
請
が
必
要
で
す
。

　
平
成
23
年
度
保
育
料
が
確
定
し
ま
す
の
で
、該
当
す
る
方
に
は
７
月
中
旬
ま
で
に
個
別
に

通
知
し
ま
す
。
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
方
で
通
知
が
届
い
て
い
な
い
方
は
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。

■
申
請
期
限
…
７
月
29
日（
金
）ま
で

３
人
目
以
降
の
お
子
さ
ん
の
保
育
料
が
一
部
免
除

問
い
合
わ
せ

　
こ
ど
も
未
来
課　
管
理
係

　
☎
８
６
‐
８
１
７
９　
Fax
８
６
‐
８
３
８
０

広報課　広報公聴係
  ☎65-0675　Fax63-4619問い合わせ

　市では、市民と行政が一体となってまちづくり
を進めるため、市政に関するご意見をいただく｢市
長への手紙｣を実施しています。｢市長への手紙｣は
日ごろ市民の皆さんが、市政について考えている
こと、気がついたことなどをお寄せいただき、いつ
でもどこでも市政に参加していただこうというも
のです。ぜひ、市長にお手紙をお寄せください。
　いただいたご意見は、本紙やホームページ等に
掲載させていただく場合がありますので、あらか
じめご了承ください。（お名前は掲載しません。ま
た、要旨での掲載になります。）
　｢市長への手紙｣は、このページの用紙をご利用
いただくか、各地域市民センターなどに備え付け
の様式をご利用ください。
　なお、返信をさせていただきますので、お手紙に
は必ず住所・氏名をご記入ください。

よりよいまちづくりへ
あなたの声を
お聞かせください

市長への手紙

　
障
が
い
福
祉
推
進
の
た
め
の
基
本
指
針
と
な
る
甲

賀
市
障
が
い
者
基
本
計
画（
中
間
見
直
し
）お
よ
び
甲

賀
市
障
が
い
福
祉
計
画（
第
３
期
）を
策
定
し
ま
す
。

障
が
い
福
祉
に
関
心
の
あ
る
方
の
ご
意
見
を
こ
の
計

画
に
盛
り
込
み
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
の
で
、計
画

策
定
に
参
画
し
て
い
た
だ
け
る
方
を
募
集
し
ま
す
。

○
応
募
資
格　
市
内
在
住
の
20
歳
以
上（
平
成
23
年

７
月
１
日
現
在
）の
方
で
、障
が
い
福
祉
に
関
心

を
お
持
ち
の
方（
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
議
会

議
員
の
方
は
除
く
）

○
募
集
人
数　
１
名

○
任
期　
委
嘱
の
日
か
ら
平
成
24
年
３
月
31
日
ま
で

○
応
募
方
法　
応
募
の
動
機
と
障
が
い
福
祉
へ
の
思

い
を
８
０
０
字
程
度（
様
式
自
由
）に
ま
と
め
、住

所
、氏
名
、年
齢
、性
別
、職
業
、連
絡
先
を
記
入
の

う
え
、持
参
ま
た
は
郵
送
に
て
申
し
込
み
く
だ
さ

い
○
応
募
先　
社
会
福
祉
課
障
害
者
支
援
係

○
応
募
締
切　
７
月
11
日（
月
）必
着

○
選
考
方
法　
書
類
審
査
に
よ
り
選
考
し
、結
果
は

本
人
あ
て
に
通
知
し
ま
す
。
な
お
、選
考
結
果
は

公
開
し
ま
せ
ん
。

○
そ
の
他　
会
議
の
開
催
は
４
～
６
回
程
度
で
、

平
日（
月
～
金
）の
昼
間
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

　 甲
賀
市
障
が
い
者
基
本
計
画・

甲
賀
市
障
が
い
福
祉
計
画（
第
３
期
）

策
定
委
員
を
募
集

問
い
合
わ
せ・提
出
先

　

 

〒
５
２
８
‐
０
０
０
５　
甲
賀
市
水
口
町
水
口

５
６
０
９
番
地　
水
口
社
会
福
祉
セ
ン
タ
ー
内

　
甲
賀
市
役
所　
社
会
福
祉
課　
障
害
者
支
援
係

　
☎
６
５
‐
０
７
０
２　
Fax
６
３
‐
４
０
８
５

伊勢関IC

亀山IC

亀山PA
スマートIC

ココ

亀山
関

JR関西本線

1

25 10
伊勢自動車道

しまがはら

つきがせぐち

にい

にしおおて
し
の
え
う

いだみち いちべ

いなこ

まるやま

うえばやし

ひどべ
ん
か
が
い

みはた

ぐ
な
さ

う
ど
ん
し

つげ

道
鉄
賀
伊

なばり

いがこうづ

にしあおやま

青山高原城之越遺跡

兼好塚

尼ヶ岳

ウィンドファーム

馬野渓谷

白藤滝

余野公園

新大仏寺

木の館 豊寿庵
植木神社

さるびの

伊賀焼伝統
産業会館

岩倉峡公園

正月堂

三国越林道三国越林道

線阪
大鉄
近

ま
や
お
あ

あかめぐち

伊賀IC

至名古屋

至奈良

至奈良・大阪

至大阪

至伊勢

上柘植IC

下柘植IC

御代IC
壬生野IC

伊賀一之宮IC

友生IC

中瀬IC

上野東IC

上野IC
大内IC

治田IC

白樫IC

くわまち

ききょうがおか

名阪
国道

が
い

の
え
う

JR関
西本
線
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5 2 8 8 7 9 0
甲
賀
市
水
口
町
水
口
六
〇
五
三
番
地

（
受
取
人
）

甲
賀
市
長
行市

長
へ
の
手
紙

（山折り）

キ

　リ

　ト

　リ

キ

　リ

　ト

　リ

キ

　リ

　ト

　リ

キ

　リ

　ト

　リ

キ

　リ

　ト

　リ

キ

　リ

　ト

　リ

キ

　リ

　ト

　リ

キ

　リ

　ト

　リ

キ

　リ

　ト

　リ

キ

　リ

　ト

　リ

キ

　リ

　ト

　リ

キ

　リ

　ト

　リ

料金受取人払郵便

水口支店承認

35
差出有効期間
平成25年６月
30日まで
切手を貼らずに
お出しください（ （

下記のとおり封筒を作ってください。
①キリトリ線に沿って切り、中央を山折りにしてください。
②のりしろにのりをつけて貼り合わせてください。
③切手は貼らずにそのままポストへ投函してください。

市長への手紙

住
　
　所

氏
　名
電
　話

性
　別
年
　齢

男・女

歳

〒

◎公表してもよい方は下記の ｢公表してもよい｣に
　公表してほしくない方は ｢公表しないでほしい｣に○印を
　つけてください。

内容の公表 公表してもよい・公表しないでほしい

50

平
安
時
代
の

緑
色
の
や
き
も
の

緑り
ょ
く
ゆ
う釉

陶
器

　

毎
年
秋
に
開
催
さ
れ
る
奈
良
の
正
倉
院
展

に
は
数
年
に
一
度
、奈
良
三さ

ん

彩さ
い

と
よ
ば
れ
る
や

き
も
の
が
出
品
さ
れ
ま
す
。
奈
良
三
彩
は
中

国
の
唐と

う

三
彩
を
モ
デ
ル
と
し
た
美
し
い
色
彩

の
や
き
も
の
で
す
。
都
や
寺
院
で
有
力
貴
族

な
ど
が
権
威
の
象
徴
と
し
て
所
持
し
て
い
ま

し
た
。

　

平
安
時
代
に
な
る
と
、平
城
京
周
辺
で
限
定

的
に
生
産
さ
れ
て
い
た
奈
良
三
彩
と
は
異
な

り
、色
彩
が
緑
色
の
み
の「
緑
釉
陶
器
」が
各
地

で
つ
く
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の

緑
釉
陶
器
は
都
や
寺
院
の
遺
跡
だ
け
で
な
く
、

集
落
の
遺
跡
か
ら
も
出
土
し
て
お
り
、権
威
の

象
徴
か
ら
実
用
性
の
あ
る
器
と
し
て
、地
域
や

階
層
を
越
え
て
普
及
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら

れ
ま
す
。

　

水
口
丘
陵
、特
に
水
口
町
春
日
か
ら
日
野
町

中
山
の
地
域
は
、近
江
の
緑
釉
陶
器
生
産
の
中

心
地
で
あ
り
、平
安
時
代
中
期（
10
世
紀
）に

は
、全
国
の
シ
ェ
ア
の
ほ
と
ん
ど
を
占
め
る
ま

で
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　

近
年
、窯
跡
や
そ
の
周
辺
の
遺
跡
の
調
査
が

進
み
、さ
ま
ざ
ま
な
発
見
が
続
い
て
い
ま
す
。

　

広
報
あ
い
こ
う
か
平
成
21
年
11
月
１
日
号

の「
甲
賀
市
の
文
化
財
」40
で
ご
紹
介
し
ま
し

た
春
日
北
遺
跡
で
は
、そ
の
後
の
調
査
で
合
計

６
基
の
窯
跡
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。
な
か
で

も
10
世
紀
後
半
と
考
え
ら
れ
る
４
基
の
窯
跡

が
集
中
し
て
み
つ
か
り
、全
国
各
地
に
供
給
す

る
た
め
大
量
生
産
し
て
い
た
状
況
が
み
て
と

れ
ま
す
。
ま
た
、銅
印
が
出
土
し
注
目
さ
れ
て

い
る
北
脇
遺
跡
か
ら
も
緑
釉
陶
器
が
出
土
し

て
お
り
、窯
と
集
落
と
の
関
係
を
考
え
る
上
で

非
常
に
興
味
深
い
遺
跡
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
た
び
水
口
歴
史
民
俗
資
料
館
で
は
、近

年
の
調
査
成
果
も
踏
ま
え
、緑
釉
陶
器
を
テ
ー

マ
に
企
画
展
を
開
催
い
た
し
ま
す
。『
甲
賀
市

史
』第
１
巻「
古
代
の
甲
賀
」に
掲
載
さ
れ
た
出

土
品
も
展
示
し
ま
す
の
で
、ぜ
ひ
ご
来
館
く
だ

さ
い
。

夏
季
企
画
展��「
平
安
朝
の
近
江
ブ
ラ
ン
ド

─
水
口
丘
陵
の
緑
釉
陶
器
生
産
─
」

◦
期
間　
７
月
23
日（
土
）～
８
月
31
日（
水
）（
木
・
金
休
館
）

◦
開
館
時
間　
10
時
～
17
時

◦
会
場　
水
口
歴
史
民
俗
資
料
館

◦�

入
館
料　
大
人
１
５
０
円　
小
・
中
学
生
80
円

　
※�

水
口
城
資
料
館
と
の
共
通
券
あ
り
。
毎
週
土
曜
日

は
市
内
小
・
中
学
生
と
そ
の
同
伴
者
は
無
料

問
い
合
わ
せ

水
口
歴
史
民
俗
資
料
館

☎
６
２
‐
７
１
７
４　
Fax
６
３
‐
４
７
３
７

伴城窯跡出土　緑釉陶器大椀

〜犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える甲賀のチカラ〜
　すべての人が、犯罪や非行の防止と罪を犯した人たち
の更生について理解を深め、それぞれの立場において力
を合わせ、犯罪や非行のない明るい社会を築こうとする
全国的な運動です。
　第61回となる今年度は、「犯罪や非行をした人たちの立
ち直りを支えよう」「犯罪や非行に陥らないよう地域社会
で支えよう」「これらの点について、地域社会の理解が得
られるよう協力しよう」の３つの行動目標を設定し、活動
を展開します。
　罪を犯した人や非行のある少年を励まし、立ち直りを
助け、すべての人が幸せに暮らせる安全・安心な社会を実
現するために、この運動に対する市民の皆さんのご理解
とご協力をお願いします。

やりなおせる　社会に　賛成です
７月は、“社会を明るくする運動”強調月間です。

第61回“社会を明るくする運動”甲賀市推進委員会
社会福祉課　☎65-0700　Fax63-4085

問い合わせ

　統計を詳しく見てみると、甲賀市のいろんな姿が見
えてきます。今回は「工業統計調査」に注目します。
　甲賀市は製造品出荷額が県内でナンバーワン！し
かも、平成18年以降、出荷額は7,000億円を超え、４年
連続で県下トップを維持しています。（ちなみにH21
年は近畿で13位）
　甲賀市にはモノづくりを得意とする企業がたくさ
ん立地し、活発な経済活動が行われているのです。

連続シリーズ 統計からみる�

甲賀市なんでもランキング
その１

　

こ
れ
は
、１
９
３
７
年（
昭
和
12
年
）か
ら

約
10
年
間
、小
学
校
の
教
科
書
に
載
っ
て
い

た「
稲
む
ら
の
火
」の
始
ま
り
の
部
分
で
す
。

こ
の
あ
と
物
語
は
燃
え
上
が
る
稲
む
ら
の
火

に
お
ど
ろ
い
た
人
々
が
、高
台
に
あ
る
五
兵

衛
の
家
に
集
ま
り
、大
津
波
の
難
を
の
が
れ

命
を
救
わ
れ
る
と
い
う
結
末
に
続
い
て
き
ま

す
。

　

こ
の
お
話

は
小
泉
八
雲

原
作
の「
生

き
神
」と
い

う
お
話
を
わ

か
り
や
す
く

ま
と
め
た
も

の
で
、日
本

教
育
紙
芝
居

協
会
制
作
の

紙
芝
居
と
し

て
昭
和
22
年
ご
ろ
ま
で
、各
地
の
小
学
校
で

使
用
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

時
は
安
政
元
年（
１
８
５
４
年
）11
月
５

日
、夕
方
四
時
ご
ろ
、マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
８・

４
の
大
地
震
が
発
生
し
ま
し
た
。
和
歌
山
県

広
川
町
で
は
大
津
波
に
よ
り
、浜
に
近
い

家
々
は
倒
さ
れ
、壊
れ
た
家
が
こ
と
ご
と
く

運
び
去
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

　

五
兵
衛
は
一
年
分
の
収
穫
し
た
お
米（
積

み
わ
ら
）に
火
を
つ
け
る
こ
と
で
、う
す
暗
が

り
で
に
げ
道
を
見
つ
け
ら
れ
ず
に
い
た
村
人

た
ち
に
生
き
の
び
る
方
向
を
指
し
示
し
、そ

の
命
を
救
い
ま
し
た
。
こ
の
知
恵
と
勇
気
あ

る
決
断
力
に
多
く
の
人
が
心
を
打
た
れ
た
の

で
す
。

「
大
変
だ
。
津
波
が
や
っ
て
く
る
に
ち
が
い
な
い
。」と
、五
兵
衛
は
思
っ
た
。
こ
の
ま
ま
に

し
て
お
い
た
ら
、四
百
の
命
が
、村
も
ろ
と
も
ひ
と
の
み
に
や
ら
れ
て
し
ま
う
。
も
う
一
刻

も
猶
予
は
で
き
な
い
。

「
よ
し
。」

と
さ
け
ん
で
、家
に
か
け
こ
ん
だ
五
兵
衛
は
、大
き
な
た
い
ま
つ
を
持
っ
て
飛
び
出
し
て
き

た
。
そ
こ
に
は
、取
り
入
れ
る
ば
か
り
に
な
っ
て
い
る
た
く
さ
ん
の
稲
束
が
積
ん
で
あ
る
。

「
も
っ
た
い
な
い
が
、こ
れ
で
村
中
の
命
が
救
え
る
の
だ
。」

と
、五
兵
衛
は
、い
き
な
り
そ
の
稲
む
ら
の
一
つ
に
火
を
移
し
た
。
…

い
の
ち
を
守
っ
た 

「
稲
む
ら
の
火
」

当時の紙芝居の表紙

総務課
  ☎65-0663　Fax63-4561問い合わせ

問
い
合
わ
せ

人
権
推
進
課　
人
権
教
育
推
進
係

☎
６
５‐０
６
９
３  

Fax
６
３‐４
５
８
２

平成21年工業統計調査　製造品出荷額等（単位：百万円）

甲賀市  製造品出荷額の推移と県内順位

滋賀県
6,115,968

竜王町　614,636

草津市　614,010

東近江市　547,253

彦根市　463,442
湖南市　382,186

579,729 661,738 718,858 760,434 744,991 714,594

H16年
2位

H17年
2位

H18年
1位

H19年
1位

H20年
1位

H21年
1位

米原市　355,215
守山市　353,929

大津市　313,681

その他
1,757,022

甲賀市　714,594
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甲賀市ホームページ
http://www.city.koka.shiga.jp/情報のまど information
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催　し

甲南町文化協会講演会
《先人に学ぶ　大人の寺子屋》
■第一部　講談
「江と戦国乱世」
　〜浅井三姉妹の生涯〜
■第二部　南京玉すだれ
●日時／7月2日(土)１３時開演
（14時30分終了予定）入場無料
●場所／忍の里･プララ甲南情報交
流センター
●出演／旭

きょく

堂
どう

　南
なん

湖
こ

（甲賀市出身）
問／忍の里・プララ甲南情報交流セ
ンター

86-1046 ／Fax 86-8119
甲南町文化協会　

86-2288

夜空旅人（天体観望会）
「たくさんの星が集まる

星団のお話」
〜まだ土星も見られます〜

●日時／7月9日（土）19時30分〜
21時30分
●場所／かふか生涯学習館
内容／天体のお話、月・土星、夏の星
座などの観望
●申込方法／電話にて下記まで
●申込期限／7月8日（金）先着40名
※天候・人数等により中止する場合が

あります。
申・問／かふか生涯学習館

88-4100 ／Fax 88-5055

松竹新派特別公演
「女

おんな

の一
いっしょう

生」
●日時／９月２２日（木）１５：００開演
●会場／あいこうか市民ホール
●出演／波

なみ

乃
の

久
く

里
り

子
こ

、風
かざ

間
ま

杜
もり

夫
お

、
司
つかさ

　葉
よう

子
こ

、中
なか

山
やま

　仁
じん

、安
やす

井
い

昌
しょう

二
じ

�ほか
●入場料／一般4,000円（前売・当日
同一料金）
※全席指定
※未就学児は入場できません
前売券　発売中
●発売所／あいこうか市民ホール、ア
ル・プラザ水口くらしのサービスセン
ター、ローソンチケット（Lコード：
52305）
問／あいこうか市民ホール

62-2626 ／Fax 62-2625

夏休みふれあい陶芸教室
　甲南ふれあいの館で自分だけのオ
リジナル陶器を作ってみませんか？
●日時／7月30日（土）　10:00〜
12:00
●場所／甲南ふれあいの館
●定員／25名(先着順)
●受講料／（材料費を含む）
　大人・中学生� ５００円

　小学生以下� ４００円
申・問／甲南ふれあいの館

／Fax 86-7551
（月火休館・10:00 〜 17:00）

お知らせ
7 月は『愛の血液助け合い
運動』月間です。
　輸血に必要な血液は人工的に造る
ことが出来ず、長期間保存が出来ませ
ん。患者さんの生命を守るのは、献血
から生まれる愛の贈り物です。皆様の
ご協力を宜しくお願いします。
問／滋賀県赤十字センター

077-564-6311

人権教育連続セミナー
■第５回
●日時／７月２１日（木）１９時３０分〜
２１時
●場所／土山開発センター
●内容／《講演》
『土地差別・不動産差別について考え
る』　－滋賀県内の現状から－
講師　丸

まる

本
もと

　千
せん

悟
ご

さん
（滋賀県人権センター次長）
※参加無料。手話通訳あり
問／人権推進課

65-0693 ／Fax 63-4582

７月は企業内同和問題
啓発強調月間です
人権標語　最優秀作品
「あなたがもらった思いやり
　　　周りのみんなにおすそ分け」

甲賀協同ガス㈱
　甲賀市では、企業の経営者や従業
員が人権問題に対する正しい理解と
認識を深め、差別のない明るい職場づ
くりを推進するため、企業を訪問し啓
発に努めています。
　明るく働きやすい職場となるよう啓
発強調月間には職場の見直しをお願
いします。
問／商工政策課　労政係

65-0710 ／Fax 63-4087

親子の自由なスペース
「つどいの広場」
　市では、子どもの健やかな育ちと子
育て家庭を応援しようと「つどいの広
場」を開催しています。つどいの広場
は、甲賀市在住のおおむね0〜3歳の
お子さんと保護者の方が、自由に集
い、交流できる場所です。お気軽にお
立ち寄りください。
●場所／甲南青少年研修センター
（甲南町葛木875番地）
●開催日時／火・水・金曜日�10〜15時
※参加無料
問／社会福祉課　児童家庭支援係

65-0705 ／Fax 63-4085

使用済み平板ブロックを
お譲りいたします
　市内の公園で使用した平板ブロッ
クを1枚200円でお譲りいたします。
購入希望の方は、応募期間内にお申し
込み下さい。
●応募期間／7月1日〜14日まで
●譲渡枚数／10枚単位
●購入者の決定方法／抽選により1

番くじの人より順次希望枚数をお譲り
いたします。（なくなり次第終了）
●支払い方法／指定金融機関への納付
●応募方法／下記まで電話（土日を除
く8時30分〜17時15分）でお申し込
み下さい。
【平板ブロック】サイズ500mm（L）×
500mm（W）×60mm（t）、白色、重
量34kg/枚、譲渡枚数1250枚
申・問／建設管理課公園緑地係

65-0720 ／Fax 63-4601

地上デジタル放送
臨時無料相談
　現在のアナログ放送は７月２４日ま
でに終了し、地上デジタル放送に完全
移行します。受信者がテレビを視聴で
きなくなることがないよう、総務省滋
賀県テレビ受信者支援センター（デジ
サポ滋賀）が、地上デジタル放送受信
臨時無料相談コーナーを次の２会場
でただいま開催しています。
○市役所甲南庁舎１階ホール
●日時／８月２６日（金）までの平日
９時００分〜１７時００分
○アル・プラザ水口
●日時／７月２日（土）、３日（日）、９日
（土）、１０日（日）、１６日（土）、１７日（日）、
１８日（祝）、２３日（土）、２４日（日）、３０日
（土）、３１日（日）の１０時〜１６時
●お問い合わせ／総務省滋賀県テレ
ビ受信者支援センター（デジサポ滋賀）

077-503-0101
平日�９時〜２１時　土日祝�９時〜１８時
問／情報基盤整備推進室

65-0658 ／Fax 63-4574

「外国人の生活・就労相談」
●日時／7月4日（月）・8月8日（月）・
9月5日（月）13：30〜16：00
（予約不要）
●場所／自主活動センターきずな
（甲賀市水口町水口5676）1階ロビー

●対象者／市内在住、在勤の外国人
の方
●内容／【生活・就労相談】（公営住宅、
貸付制度、生活保護、就労相談など）
滋賀県求職者総合支援センター　
　 077-521-5421
甲賀市就労住宅支援員　　　　　
　 0748-63-5655
問／商工政策課　労政係

65-0710 ／Fax 63-4087

7 月は「青少年の非行・被害
防止滋賀県強調月間」です
地域の子は、地域で守り育てましょう！
　夏休みは青少年が非行に走りやす
い時期です。
　青少年を地域社会で育むという認識
を大人一人ひとりが持ち、青少年の非
行防止と健全育成に向けての取り組
みを、地域一丸となって進めましょう。
問／社会教育課　青少年育成係

86-8022 ／Fax 86-8380

甲賀保健センター
大腸がん検診受付開始
　大腸がん検診申し込みの受付、容
器配布を行いますのでご希望の方は
直接甲賀保健センターまでお越し下
さい。詳しくは、健診（検診）カレンダー
を参照ください。
●検診内容／大腸がん
●申込受付期間／７月７日（木）〜８日
（金）、１５日（金）（９時〜１７時まで）
●申込受付・容器配布場所／甲賀保
健センター
問／健康推進課

 65-0703 ／Fax 63-4591

弁理士による知的財産権
（特許・実用新案・商標等）
相談会
●日時／７月２７日（水）
１３時３０分〜１６時３０分
●場所／甲賀市商工会（予約制）
問・申／甲賀市商工会

62-1676／Fax 63-1052

水口スポーツの森へ行こう　●7月の催し
甲賀市民スタジアム

2日（土）･3日（日） 近畿少年　甲賀支部予選（中学生軟式）
9日（土）～11日（月） 第36回全日本クラブ野球選手権大会東近畿2次予選（一般）

17日（日） 近畿都市対抗軟式野球大会2部地区予選（一般軟式）
21日（木）～28日（木） 滋賀県夏季総合体育大会（中学生軟式）
30日（土）･31日（日） 第42回滋賀県学童軟式野球大会（小学生軟式）

多目的グラウンド
 2日（土） 関西サッカーリーグ（一般サッカー）
 3日（日） 水口ロータリークラブ杯決勝（小学生サッカー）
 9日（土） 水口ライオンズ杯争奪グラウンド･ゴルフ大会（一般グラウンド･ゴルフ）
14日（木） 第25回甲連協ゲートボール選手権大会（一般ゲートボール）
16日（土） 関西サッカーリーグ（一般サッカー）
17日（日） 関西サッカーリーグ(女子)（一般女子サッカー）

21日（木）･22日（金） 第4ブロック夏季総体（中学生サッカー）
23日（土）･24日（日） 甲賀市スポーツ少年団交流大会（小学生サッカー）

27日（水） 滋賀県夏季総合体育大会（中学生サッカー）

自らの健康を守るために、
健診カレンダーを活用しましょう。

※水口スポーツの
　森遊泳用プールについて
開催期間：	7月21日(木)

～ 8月31日(水)
利用時間：	９時00分～ 16時30分
入 場 料：	大人３００円
	 小中学生１５０円
　	 幼児無料

　●	小学生・幼児の入場は保護者
同伴が原則、小学生のみの入
場不可

　コインロッカー使用料：１００円
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情報のまど information
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　  募　集

市営駐車場の利用者募集
●受付期間／7月１日（金）～１５日（金）

（土・日を除く9時～17時）
●使用開始日／8月１日（月）

〔甲賀駅南駐車場〕3,000円／月
5区画（うち軽自動車１区画）

〔甲南駅前自動車駐車場〕3,000円／月
5区画（うち2区画は身体障がい者用）
※申し込みの際は事前にお問い合わ
せください。（申込者多数の場合は抽
選となります。）
問・申／生活環境課

65-0686 ／Fax 63-4582
〔油日駅前駐車場〕3,000円／月
（直接お問い合わせください）
問・申／油日駅を守る会 88-5879

〔甲南駅前駐輪場〕
自転車1,500円／月　原付1,800円／月

（直接お問い合わせください）
問・申／甲南駅前駐輪場 86-0590

（受付時間／6時15分～9時15分、13
時～14時、18時30分～20時30分）

催　し

セルフディフェンス（護身術）講座
●内容／海外で自分の身は自分で守
る方法を体験しませんか？
●日時／7月17日（日）
午前の部　10時～12時
午後の部　14時～16時
●場所／自主活動センターきずな2階和室
●対象／20才以上
●定員／各部10名（定員になりしだ
い締切）
●講師／山口豊博さん
●参加費／会員500円  非会員800円
　当日は、動きやすい服装でご参加く
ださい
問・申／甲賀市国際交流協会事務局

0748-63-8728

みなくち子どもの森　しぜん学習会
「昆虫の標本をつくろう」

●日時／7月24日（日）10:00～15:00
●場所／みなくち子どもの森
●対象／子ども（小学3年以上）～大人
●定員／20人（先着順）。

●持ち物／参加費200円、弁当など
●申込方法／参加者全員のお名前・住
所・電話番号・子どもは年齢か学年を、7
月22日（金）までに下記の問合せ先へ。
※7月12日は臨時休園
問／みなくち子どもの森自然館

63-6712 ／Fax 63-0466

滋賀いのちの電話 第５期電話相談員
養成講座受講生募集
☆電話相談員養成講座☆
●期間／
1年次　平成23年9月～平成24年8月
2年次　平成24年9月～平成25年3月
●場所／大津・草津・栗東など

（そのつど通知）
●募集人数／30名
●費用／1年次受講料　22,000円
2年次受講料　12,000円
●申し込み締め切り／8月10日（水）

（必着）
　応募手続き等詳細については、旧
支所の案内チラシまたはホームペー
ジにてご確認ください。
●申込先／〒520-1590 新旭郵便局 
私書箱8号　NPO法人 滋賀いのちの
電話（所定の用紙でお申込ください）
問／ NPO法人 滋賀いのちの電話
事務局（土・日曜日 11時〜 16時）

／Fax 077-552-1281

エコライフ講座
第２回　野洲川自然教室
●日時／7月18日（月・祝）9時～12時

〈雨天の場合は7月24日（日）〉
●場所／野洲川鹿深大橋左岸（水口
町和野）
●内容／河川の生き物や、河川で観
察するときの注意点などの学習会
●対象／市内小学生・5歳以上の子ど
もとその保護者
※「さかなつかみ大会」参加の場合は
下記申込みが必要。
問・申／生活環境課

65-0692 ／Fax 63-4582

エコライフ講座
第３回　水口自然教室

「竹と水で遊ぼ！」
●日時／7月31日（日）9：00～15：30

〈雨天の場合8月21日（日）〉
●場所／みなくち子どもの森・体験農
場
●内容／人工プールでさかなつかみ・
竹の輪アート・水鉄砲づくり・カレーづ
くりなど
●対象／市内小学生以下の子どもと
その保護者（先着15組）
●参加費／（昼食代・材料代）
5歳児以上 1人500円
3・4歳児　 1人300円
●申込締切／7月22日（金）
問・申／生活環境課

65-0692 ／Fax 63-4582

第３１回公立甲賀病院健康講座
●日時／7月16日（土）14時～15時
30分
●場所／甲賀市社会福祉センター　
福祉ホール（水口税務署隣）
●内容／講演【テーマ】

「今知っておくべき被
ひ

曝
ば く

の知識」
講師　坂

さ か

本
も と

　力
つとむ

（公立甲賀病院顧問・
放射線科）
●受講料／無料
※電話・ＦＡＸまたは直接病院でお申し
込み下さい。
問・申／公立甲賀病院　地域医療連
携室

0748-62-0234
Fax 0748-62-5273

鈴鹿水墨画研究会
第12回
水墨画サークル作品展
●期間／7月5日（火）～15日(金)
鑑賞時間は9時～16時30分
●場所／忍の里･プララ甲南情報交
流センター　入場無料
問／忍の里・プララ甲南情報交流セ
ンター

86-1046 ／Fax 86-8119同時開催　主催：野洲川を愛する会
「親子さかなつかみ大会」
●参加費／1人300円（当日徴収）
●申込締切／7月8日（金）（先着200名）
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編 集 後 記

このコーナーでは市内の保育園、幼稚園、小中学校の
児童・生徒が描いた絵を順次紹介していきます。

甲南庁舎　
甲賀市甲南町野田８１０番地
【上下水道部】
　 ０７４８－８６－８０００　　 ０７４８－８６－８０３２
【教育委員会】
　 ０７４８－８６－８００２　　 ０７４８－８６－８３８０
市民窓口センター　
甲賀市水口町水口６０５３番地
　 ０７４８－６２－１６２１　 　   ０７４８－６３－４０８６
土山地域市民センター　
甲賀市土山町北土山１７１５番地
　 ０７４８－６６－１１０１　　    ０７４８－６６－１５６４
甲賀大原地域市民センター　
甲賀市甲賀町相模１７３番地１
　０７４８－８８－４１０１　　   ０７４８－８８－３１０４
甲南第一地域市民センター　
甲賀市甲南町野田８１０番地
　 ０７４８－８６－４１６１　 　   ０７４８－８６－８０２９
信楽地域市民センター　
甲賀市信楽町長野１２０３番地
　 ０７４８－８２－１１２１　　    ０７４８－８２－３４１５

甲賀市役所　
〒５２８-８５０２  甲賀市水口町水口６０５３番地
　 ０７４８－６５－０６５０　　 ０７４８－６３－４５５４

※上記４つの地域市民センターは、旧支所の地域
市民センターで、従来の支所機能を有します。

『広報あいこうか』の名称は市民憲章のそれぞ
れの頭文字を並べてできる「あい　こうか」か
ら名付けています。市民憲章とともに皆さんに
親しまれる広報誌をめざします。

「広報あいこうか」がホームページでも
ご覧いただけます！

甲賀市ホームページ　
http://www.city.koka.shiga.jp/

編集 ・発行
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え？名前で絵

まほうのたまご

ザリガニと遊んだよ

　岩上体育館で行われた親子ふれあい運動広場の取材に出かけまし
た。
　会場に付くと賑やかな声が外まで響いていて、中に入ると子どもた
ちが始まる前から体育館をうれしそうに走りまわっていました。
　この日は蒸し暑い日でしたが、子どもたちにはあまり関係ないよう
で、広場が始まっても飛んだり跳ねたりしている姿を見ていると私も楽
しい気分になりました。
　お母さんたちも、子どもと一緒に走ったり遊んだりしながら、普段と
は違う子どもたちの姿を発見されたことと思います。
　2歳6ヶ月までの乳幼児が対象のこの運動広場。複数回参加の方も
おられ、新しい仲間との出会いや、子育て情報交換の場にもなっている
ようです。対象のお子さんがおられるご家庭にはぜひ一度参加して
いただきたいと思います。た

総数
男
女
世帯数

（－29）

46,776人
47,697人

32,656世帯

（－16）

（－13）

（＋35）

94,473人
※（　）内は前月比 Ｈ23．5．31現在

甲 賀 市 の 人 口 の 推 移
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